
（一般会計） （単位：千円）

95 2款 5項 1目

所管局の要求どおり計上しました。

95 2款 5項 1目

所管局の要求どおり計上しました。

95 2款 5項 2目

所管局の要求どおり計上しました。

95 2款 5項 2目

既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

＜事業の目的・内容＞

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、安全で安心して暮らせる
まちづくりなどの各種取組を推進します。

1,533

2,343

査定区分 C

82,452

財政局長

要求

査定区分 A

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

西区役所/区民生活部/総務課

総務費 区政振興費

査定区分

予算額 1,533事務事業名

西区役所/くらし応援室

区民まちづくり推進費

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、区民の満足度アップを図
るため、生活に身近な道路、河川の緊急修繕や道路照明灯、道路反射鏡等の交通安
全施設の修繕などを行います。

A

区民まちづくり推進費

事務事業名 西区まちづくり推進事業（くらし応援室）

総務費

局/部/課

局/部/課

市長

財政局長

要求

予算額

7,805

7,805

7,805

＜事業の目的・内容＞

区政総務費

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行います。

増減 0 

査定区分 A

事務事業名

局/部/課

予算書Ｐ. 総務費

西区役所管理事業（くらし応援室）

西区役所/くらし応援室

区政振興費 7,805

〔要求と査定経過〕

予算書Ｐ.

西区まちづくり推進事業（総務課）

査定の考え方

区政振興費

148,003

1,533

△ 2,354 

増減 △ 7,432 

148,003

149,139

148,003

156,571

〔要求と査定経過〕

市長

予算額

増減

前年度予算額

〔要求と査定経過〕

市長

財政局長

要求

82,452

予算書Ｐ.

予算額 82,515

7,805前年度予算額

査定の考え方

82,452

西区役所管理事業（総務課）

前年度予算額

事務事業名

西区役所/区民生活部/総務課

総務費 区政振興費 区政総務費

局/部/課

査定の考え方

〔要求と査定経過〕

市長

財政局長＜事業の目的・内容＞

　区行政の拠点である区役所庁舎の維持管理等を行います。

84,869

要求

査定の考え方

△ 810 

2,058

前年度予算額

増減

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。



（一般会計） （単位：千円）

95 2款 5項 2目

既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。

95 2款 5項 2目

所管局の要求どおり計上しました。

＜事業の目的・内容＞ 1,500

西区まちづくり推進事業（支援課）

総務費

予算額 22,231西区まちづくり推進事業（コミュニティ課）

局/部/課 西区役所/区民生活部/コミュニティ課

区政振興費 区民まちづくり推進費

事務事業名

事務事業名

財政局長

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、活力ある区づくり、花と
緑あふれる心豊かなまちづくりなど、各種取組を推進します。

西区役所/健康福祉部/支援課局/部/課 〔要求と査定経過〕

査定の考え方

〔要求と査定経過〕

市長

財政局長

要求

査定区分 B

査定の考え方

1,500

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ.

　区の将来像である｢“水と緑と花のまち”～豊かな自然と歴史文化を活かす、全
ての人と生活にやさしい潤いあるまち～｣の実現に向け、西区子育て支援ネット
ワーク協議会と協働でイベントを開催することにより、各機関の連携・結束を高
め、地域に根ざした子育て家庭の支援体制を築きます。

区政振興費 区民まちづくり推進費

予算書Ｐ. 総務費

増減 0 

市長

△ 457 

22,231

22,688

25,562

1,500

要求

前年度予算額

査定区分 A

予算額 1,500

22,231

増減

1,500

前年度予算額

〔査定区分〕　A:要求どおり　B:査定率(査定/要求)80％～100％未満　C:査定率60％～80％　D:査定率40％～60％　E:査定率40％未満
※ 市長査定終了後、効率的な予算執行等の観点から他局等に予算を移管した場合、市長査定額と最終予算額が異なります。


